
新 医 第 ６ 号 （ 業 ） 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 

 

 

   郡 市 医 師 会 長 様 

 

                            新潟県医師会長 

                             堂 前 洋一郎 

 

厚生労働省「疑義解釈資料の送付について（その 65）」の送付について 

 

 このことについて、日本医師会より別添のとおり通知がありました。 

紅麹を含むいわゆる健康食品の取扱いについては、厚生労働省の事務連絡等が行政側に

発出されており、相談者の身体に異常がない場合であっても、当該製品の喫食歴から何ら

かの不安等がある場合には、医療機関等の受診を案内する対応が求められております。 

これらの対応を踏まえ、当該製品を喫食した者であって、無症状の患者に対する診療（検

査等を含む）を医師が必要と判断して実施した場合には、診療報酬の算定が可能とされる

通知となっております。 

貴会におかれましても本件についてご承知いただくとともに、貴会会員に対してご周知

いただけますよう貴職のご高配をお願いいたします。 

 また、当該製品の健康被害問題を受けて、厚生労働省と消費者庁では電話相談窓口を設

けておりますので、あわせてお知らせいたします。 

  

 【紅麹使用製品に関する問い合わせ窓口（コールセンター）】 

  電話番号：03－3595－2760 

  受付時間：9 時 00 分～21 時 00 分（土日・祝日も対応） 
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